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一
に
つ
い
て

「
公
務
員
の
給
与
改
定
に
関
す
る
取
扱
い
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
十
月
二
十
八
日
閣
議
決
定
）
に
お
い
て
、
「
独

立
行
政
法
人
（
総
務
省
設
置
法
（
平
成
十
一
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
四
条
第
十
三
号
に
規
定
す
る
独
立
行
政
法
人
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
の
役
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
「
国
家
公
務
員
の
給
与
減
額
支
給
措
置
に
つ
い
て
」
（
平
成
二
十
三
年
六

月
三
日
閣
議
決
定
）
に
沿
っ
て
、
法
人
の
業
務
や
運
営
の
あ
り
方
等
そ
の
性
格
に
鑑
み
、
法
人
の
自
律
的
・
自
主
的
な
労
使

関
係
の
中
で
、
国
家
公
務
員
の
給
与
見
直
し
の
動
向
を
見
つ
つ
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
、

ま
た
、
「
特
殊
法
人
等
の
役
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
考
え
方
の
下
、
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要
請
す
る
と

と
も
に
、
必
要
な
指
導
を
行
う
な
ど
適
切
に
対
応
す
る
」
こ
と
と
さ
れ
た
趣
旨
を
踏
ま
え
、
今
般
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の

改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
四
年
法
律
第
二
号
）
の
成
立
を
受
け
、
政
府
と
し
て
は
、
独
立
行
政
法
人

及
び
特
殊
法
人
等
の
役
職
員
の
給
与
に
つ
い
て
、
独
立
行
政
法
人
及
び
特
殊
法
人
等
に
対
し
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
要

請
を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

一



二
に
つ
い
て

本
年
二
月
二
十
九
日
に
成
立
し
た
国
家
公
務
員
の
給
与
の
改
定
及
び
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
附
則
第
十
二
条
に
お
い
て
、

「
地
方
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
及
び
こ
の
法
律
の
趣
旨

を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
自
主
的
か
つ
適
切
に
対
応
さ
れ
る
も
の
と
す
る
」
と
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
踏
ま

え
、
総
務
省
と
し
て
は
、
地
方
公
共
団
体
に
対
し
て
、
同
日
付
け
で
通
知
を
発
出
し
、
「
地
方
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、

地
方
公
務
員
法
及
び
こ
の
法
律
の
趣
旨
を
踏
ま
え
、
地
方
公
共
団
体
に
お
い
て
自
主
的
か
つ
適
切
に
対
応
さ
れ
る
よ
う
期
待

」
す
る
旨
、
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
五
十
九
条
等
の
規
定
に
基
づ
き
、
技
術
的
助
言

を
行
っ
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

お
尋
ね
は
、
議
員
立
法
の
内
容
に
関
す
る
事
項
で
あ
り
、
内
閣
法
制
局
と
し
て
お
答
え
す
る
こ
と
は
差
し
控
え
た
い
。

な
お
、
御
指
摘
の
法
律
と
同
様
の
国
家
公
務
員
の
給
与
の
特
例
を
定
め
る
内
閣
が
第
百
七
十
七
回
国
会
に
提
出
し
た
国
家

公
務
員
の
給
与
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
案
が
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
我
が
国
の
厳
し
い
財
政
状
況
及
び
東
日
本

大
震
災
に
対
処
す
る
必
要
性
に
鑑
み
、
一
層
の
歳
出
削
減
が
不
可
欠
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
国
家
公
務
員
の
人
件
費
を
削
減
す

二



る
た
め
の
臨
時
の
特
例
を
定
め
る
も
の
で
あ
り
、
昭
和
五
十
七
年
に
人
事
院
勧
告
が
実
施
さ
れ
な
か
っ
た
事
案
に
つ
い
て
、

人
事
院
勧
告
を
尊
重
す
る
と
い
う
基
本
方
針
の
下
に
国
の
財
政
が
未
曽
有
の
危
機
的
な
状
況
に
あ
っ
た
た
め
や
む
を
得
な
い

極
め
て
異
例
の
措
置
と
し
て
同
年
度
に
限
っ
て
人
事
院
勧
告
の
不
実
施
を
決
定
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
れ
を
も
っ
て
公
務

員
の
争
議
行
為
等
を
制
約
す
る
こ
と
に
見
合
う
代
償
措
置
が
画
餅
に
等
し
い
と
見
ら
れ
る
事
態
が
生
じ
た
と
い
う
こ
と
は
で

き
な
い
と
し
た
判
決
（
平
成
十
二
年
三
月
十
七
日
最
高
裁
判
所
第
二
小
法
廷
判
決
及
び
平
成
七
年
二
月
二
十
八
日
東
京
高
等

裁
判
所
判
決
）
の
趣
旨
に
照
ら
し
、
憲
法
違
反
と
は
な
ら
な
い
も
の
と
考
え
て
い
る
。

四
に
つ
い
て

先
の
答
弁
書
（
平
成
二
十
三
年
十
一
月
二
十
二
日
内
閣
衆
質
一
七
九
第
四
一
号
）
六
に
つ
い
て
及
び
七
に
つ
い
て
で
お
答

え
し
て
い
る
と
お
り
、
平
成
二
十
六
年
四
月
以
降
の
国
家
公
務
員
の
給
与
に
つ
い
て
は
、
第
百
七
十
七
回
国
会
に
提
出
し
た

国
家
公
務
員
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
案
等
が
施
行
さ
れ
て
い
る
場
合
に
は
平
成
二
十
五
年
度
中
に
こ
れ
ら
に
定
め
ら

れ
て
い
る
手
続
に
従
っ
て
、
ま
た
、
こ
れ
ら
が
施
行
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
平
成
二
十
五
年
度
中
に
直
近
の
人
事
院
勧
告

を
踏
ま
え
国
政
全
般
の
観
点
か
ら
検
討
を
行
っ
た
上
で
、
必
要
な
法
案
を
国
会
に
提
出
す
る
こ
と
と
な
る
と
考
え
て
い
る
。

三


